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（ドイツ大学学長会議）





ＨＲＫはドイツ国内の州立もしくは州認

可の大学その他ドイツの高等教育機関

の任意団体である。

ドイツ大学学長会議（ＨＲＫ）

ＨＲＫは現在262機関よりなり、

ドイツ学生の98%を含む。

2

ドイツ大学学長会議





HRKの使命

● 機関や市民への情報の提供

● 高等教育政策の課題に関する共通見解を草案し、表明する

● 州や国の行政機関への提言

● 学生の流動性、教育や学習の質の保証

● 国際協力への参加
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ドイツ大学学長会議





国の改革案

高等教育改革の出発点としての過去の緊急の問題
(1990年代)：

● 大学は学生数を増加し、国からの援助の減少によって質の維持を試みた

● 多様な背景を持った学生の増加

● 平均在学期間の延長

● 落後率の増加

● 学位の国際的適合性の低さ
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ドイツの高等教育





国の改革案

¾ 高等教育機関の自律性の促進、

i. 自律性の促進は政府や高等教育機関の役割と責任を変え

ii. 自律性の促進は高等教育機関内部の改革の開始を可能にする

¾ 高等教育全体における多様性の促進

¾ “ボローニャ改革”の遂行

¾ ドイツ高等教育の国際化の促進
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ドイツの高等教育





自律的高等教育機関への道
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自律的高等教育機関への道

法的体制を変える

�州と国の政府間における新しい“責任分割”

→ 州政府の責任下における高等教育へ

� しかし、国の教育と研究体制からの撤退の加速化：国の監督は管理

� 運営上の法的問題のみに制限

� 以下に関する大学の自律性の増加（程度の差はあるが）

- 学位プログラムの導入および廃止
- 学生の入学許可
- 教授の任命
- 教授および大学職員の給料
- 大学資産の運営
- 機関内における組織化の過程
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資金構造の変革

・ 年間予算の一括払いの導入

・ 業績に応じた予算の分配方法の導入

- 省庁と大学間

- 大学間、大学の学部間

・ 高等教育資金への民間資金の増加

（例えば、教授報酬、民間第3機関による研究資金、基金による貢献など）

・ 教授や大学職員に対する給料の業績評価に基づく基準の導入
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自律的高等教育機関への道

質保証システムの導入

認可制度

・ 1998年より新しい学位制度が導入された

・ 認可の２段階制度：内部評価（自己評価）、次いで外部評価

・ 認可の２階層制度：ドイツ認可制度委員会から承認された機関によって

行われる

目的：基本的な必要最小限の保証

評価システム

・ 内部評価（約 5-8年毎）

・ 外部評価（調査委員の2日間の現地訪問と調査評価報告書）

目的：透明性の促進、質の向上、基準点の向上

9





自律的高等教育機関への道

質の保証：過程および結果への視点の移動

質の保証の方策に関する将来構想に関する議論

・ 計画重視から過程および制度重視へ移行

・ インプットからアウトプット重視への移行

・ 質の保証から質の向上への移行
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多様化する高等教育の広がり
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なぜ大学像は変化していくのか？

・ 大学間の競争力の増加と明白な大学像の必要性

（例えば省庁間での目標の一致性が必要）

・ ボローニャ宣言加盟国での大学のタイプの均質化の促進

・ 異なるタイプの高等教育機関の使命およびヨーロッパにおける

類型化に関する議論

・ 科学的方法による質の保証とランキングの導入
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多様化する高等教育の広がり

ＣＨＥランキング

ドイツ学長会議とベルテルスマン基金の合同で創案された高等教育

推進センター（CHE）はドイツ高等教育機関のランキングを確立した

ランキングは

・ 科目を基本にしたもの

・ 多次元的（主観的判断はもちろん確かな事実も含めて）

・ 興味を持つ高校卒業生や学生へのガイドラインとしての意味

・ 高等教育機関の内部経営のための情報基盤を提供する
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多様化する高等教育の広がり

ＤＦＧ（ドイツ研究者連合）の研究ランキング

・ ＤＦＧに関連した研究課題における大学の力を計る

（特に基礎研究）

第3評価サイクル（2004年5月）

・ 大学におけるDFGの認可の量と第3者機関からの資金の総額と強い相関を示す

・ トップ20大学DFGの資金許可総計の56%を占め、残り44%は他の

122の高等教育機関の間に分布している
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多様化する高等教育の広がり

卓越主導型研究費 (The Excellent Initiative)

・ 2005年6月発足

・ DFGと科学者会議が共同で運営

・ ドイツにおけるトップレベル研究の推進とドイツ大学および

研究機関の一般的質の向上

・ 2006年から2011年の間に総額19億ユーロの追加予算

・ 3ルートの資金援助

- 若い研究者育成を促進するために大学院

- 世界レベルの研究を推進するための知的クラスター

- トップレベルの大学研究を推進する計画

・ 2006年10月13日に第1ラウンド研究の最終結果の印刷予定
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ヨーロッパ的視点：
パリからロンドンへ
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ヨーロッパ的視点：パリからロンドンへ

ヨーロッパの高等教育範囲
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ヨーロッパ的視点：パリからロンドンへ

ボローニャ宣言の要点

・ 読みやすく比較しやすい学位制度

・ 2段階学位体系

・ 単位互換制

・ 可動性の促進

・ 質の保証に関するヨーロッパ協力体制の推進

・ 高等教育のヨーロッパ規模での推進
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ヨーロッパ的視点：パリからロンドンへ

ボローニャ宣言の推進力の目標は？

1. 学術の質の高度化

2. 卒業生のヨーロッパ労働
市場への供給

3. 国家レベルの高等教育
制度の競争力と魅力性

学術の質

雇用される

能力

魅力性
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ヨーロッパ的視点：パリからロンドンへ

高等教育大臣のベルゲン会議で用意されたヨーロッパ
大学協会 (ＥＵＡ）トレンドIVレポート

・ ＨＥＩ （国際学大学院）がボローニャ改革の本部になった

・ ＨＥＩはボローニャ改革をヨーロッパ高等教育の質の向上への道と認識している

・ 力量不足が問題である

私達はこの改革がヨーロッパ全域に拡大する適切な条件を

如何に押し進めるか？ それとも、優秀者を組織的に育てるため

の不平等な機会しか持たないＥＨＥＡ（ヨーロッパ高等教育領域）で甘んずるか？
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ヨーロッパ的視点：パリからロンドンへ

ベルゲンでの実績評価

質の保証 教育構築

・質の保証制度は適切 ・ 学士／修士 制度

・ 学生参加とその国際的潮流 ・ 雇用能力

・ 国内での質の保証手順の展望 ・ ヨーロッパおよび国家資格

・ EHEAにおけるQAの 取得の体制

ENQA基準とガイドライン

・ ヨーロッパ質の保証登録機関

の創設（今後の予定） 認定

・ リスボン認証会議

・ 先行学習の認定

・ 生涯学習
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ヨーロッパ的視点：パリからロンドンへ

これから何を？

2007年ロンドン会議のための優先事項

・ EHEAでの質の保証のためのENQA基準とそのガイドラインの遂行

・ 国家資格制度の制定

・ 共通学位の授与と承認

・ 先行学習の承認のための方法を確立

・ 2010年以降は？
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高等教育機関の国際化
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高等教育の国際化

・ 学生および研究者の流動性を高める

・ 国際共同研究を伝統的やり方からより組織化した

形態への移行（例えば、ﾀﾞﾌﾞﾙ･ﾃﾞｨｸﾞﾘｰ、ｼﾞｮｲﾝﾄ･ﾃﾞｨｸﾞﾘｰ）

・ 海外キャンパス設置や二国間あるいは多国間の

高等教育機関の促進

・ 研究や技術移動における国際協力の促進
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結論

日本とドイツの高等教育の相互協力のための提言

¾ 区域内協力は区域間協力とバランスをとるべきである

¾ 区域内協力はそれぞれの国あるいは個々の大学間の

相互連携に置きかわるものではなく、むしろこれを補うべきである

¾ 進行しているドイツの自律的大学は日本の大学にとって

より魅力的なパートナーになりつつある
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ご静聴ありがとうございました
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